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菊
池
市
の
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
18
年
12
月
以
来
、

凍
結
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
度
市
長
が
、

今
後
の
方
針
に
つ
い
て
、
議
会
全
員
協
議
会
で
表
明
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
掲
載
い
た
し
ま
す
。

　

新
庁
舎
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
平
成

18
年
12
月
の
議
会
に
お
い
て
、
建
設
の

一
時
凍
結
を
表
明
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
の
市
長
選
で
は
世
界
同

時
不
況
に
お
け
る
日
本
経
済
の
冷
え
込

み
が
、
地
方
自
治
体
に
も
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
や
、
学
校
の
耐

震
工
事
が
最
優
先
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
今
は
新
庁
舎
を
建
設
す
べ
き
時
期
で

は
な
い
」
と
申
し
上
げ
て
参
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
昨
年
６
月
の
議
会
定
例

会
に
お
き
ま
し
て
、
「
本
年
１
年
間
を

か
け
て
、
大
学
な
ど
の
学
識
者
や
市
民

の
皆
さ
ま
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、

そ
の
結
果
を
基
に
、
私
の
判
断
を
議

会
・
市
民
の
皆
さ
ま
へ
ご
報
告
申
し
上

げ
る
」
と
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
昨
年
８
月
よ
り
学

識
者
の
先
生
方
と
の
座
談
会
を
行
い
、

「
こ
れ
か
ら
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
あ

り
方
」、「
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
あ

り
方
」、「
今
後
の
日
本
経
済
の
動
向
」、

「
今
後
の
中
長
期
財
政
計
画
」に
つ
い
て

の
ご
意
見
を
お
聞
き
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、市
民
の
皆
さ
ま
と
の
懇
談
会

で
は
、「
合
併
協
議
会
の
確
認
事
項
を
遵

守
す
べ
き
と
の
声
」、「
早
期
建
設
を
望

む
声
」、「
本
庁
舎
へ
の
早
期
集
約
を
望

む
声
」、「
財
政
運
営
へ
の
不
安
の
声
」、

「
建
設
位
置
へ
の
疑
問
の
声
」な
ど
多
く

の
ご
意
見
を
お
聞
き
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
学
識
者
や
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご

意
見
も
踏
ま
え
、
熟
慮
を
重
ね
ま
し
た

結
果
、
新
庁
舎
の
建
設
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
に
判
断
を
い
た
し
ま
し
た
。

・ 

新
庁
舎
の
建
設
位
置
は
、
合
併
協

議
会
で
確
認
さ
れ
た
と
お
り
と
い
た

し
ま
す
。

・ 

建
設
予
定
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、

花
房
中
部
２
期
地
区
の
圃
場
整
備
事

業
の
早
期
着
工
を
目
指
し
事
前
換
地

の
同
意
に
向
け
て
推
進
を
図
っ
て
お

り
ま
す
が
、
こ
の
ま
ま
順
調
に
進
み

ま
し
て
も
、
庁
舎
の
建
設
は
平
成
26

年
度
以
降
と
な
る
見
込
み
で
す
。

・ 

現
在
の
本
市
の
財
政
運
営
は
、
合

併
後
10
年
間
の
優
遇
措
置
と
し
て
地

方
交
付
税
が
補
償
さ
れ
て
い
る
こ
と

や
、
度
重
な
る
国
の
緊
急
経
済
対
策

の
発
動
に
よ
り
収
入
が
増
加
し
た
こ

と
で
比
較
的
安
定
を
保
っ
て
お
り
ま

す
が
、
今
後
の
経
済
・
金
融
・
雇
用

回
復
の
遅
れ
に
よ
る
影
響
や
政
府
の

行
財
政
運
営
の
不
透
明
さ
な
ど
を
考

慮
す
る
と
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
合
併
後
の
地
方
交
付
税
の
優

遇
措
置
も
平
成
26
年
度
ま
で
と
な
っ
て

お
り
、
平
成
27
年
度
か
ら
５
年
間
で
段

階
的
に
減
額
さ
れ
、
平
成
32
年
度
以
降

は
、
現
在
と
比
較
す
る
と
年
間
約
15
億

円
が
減
額
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
今
後
の
財
政
運
営
は
厳
し
く
な

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

・ 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
新
庁
舎
の

建
設
時
期
を
延
期
せ
ざ
る
を
得
ず
、

新
庁
舎
建
設
ま
で
の
間
は
、
現
庁
舎

を
活
用
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

・ 

新
庁
舎
建
設
ま
で
の
期
間
は
、
現

庁
舎
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
本
庁
舎
に
つ
い
て
は
耐
震
診
断

の
調
査
に
よ
り
、
耐
震
強
度
の
緊
急

度
ラ
ン
ク
が
高
い
と
の
結
果
が
出
て

お
り
、
災
害
時
や
緊
急
時
の
活
動
拠

点
と
な
る
よ
う
、
耐
震
補
強
工
事
を

行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
、
学
識
者
や
市
民
の
皆
さ
ま
の

ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な

状
況
を
踏
ま
え
熟
慮
を
重
ね
た
結
果
の

判
断
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

菊
池
市
長
福
村　

三
男

新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

庁
舎
建
設
は
平
成
26
年
度
以
降

　４月１日（木）から、住宅用太陽光発電システム設置費補助の申請受け
付けが始まりました。申請書提出の締め切りは、平成 23 年２月 28 日（月）
または予算が終了した時とします。
　また、設置途中や設置後の申請は受け付けることができませんので
ご注意ください。

補助の対象者
　菊池市に居住し、市内の居住用住宅（店舗などとの併
用住宅を含む）に太陽光発電システムを設置する人が対
象です。また、申請者が市税（市県民税や固定資産税な
ど）の未納がないこととします。（納税証明書添付）
　補助金の交付は１住宅につき１回限りとし、補助の対
象となる経費は、平成22年４月１日（木）以降に新規で太
陽光発電システムを設置するための費用とします。
※ 増設・取替え・一部改修などに要する費用は補助の対
象になりません。
補助の額　１kwあたり５万円で上限15万円
　　　　　（1,000円未満は切り捨て）
補助金交付申請書等書類
　申請書および実績報告書などの書類は、企画振興課
および各総合支所総務振興課に準備しているほか、ホー
ムページからもダウンロードできます。

●補助金交付申請書（注１）の提出
①経費内訳明記の見積書または契約書の写し
②工事着手前の現況写真
③申請者の前年度の納税証明書

①九州電力との「太陽光発電からの余剰電力
　需給契約のご案内」の写し
②発電システムの設置経費に係る領収書の写し
③工事完成後の写真
④太陽電池モジュールの出力対比表

●補助事業実績報告書（注３）の提出

●補助金交付決定通知書の通知

●補助金交付確定通知書の通知

（注１）申請書は太陽光発電
システム設置前に提出して
ください。

（注２）交付決定通知書が届
いてから設置してください。
（注３）事業完了後、完了日を
含む30日以内に実績報告書
を提出してください。なお、
事業完了日が平成23年３月
３日（木）以降の場合は平成
23年３月31日（木）までとし
ます。

太陽光発電システム設置（注２）

●補助金交付請求書の提出
口座振込

県の補助制度
　熊本県商工観光労働部新産業振興局
　新エネルギー産業振興室
　☎096（333）2320　FAX096（384）1760
　〒862-8570
　熊本県熊本市水前寺6丁目18番1号
国の補助制度
　（J‐PEC）
　太陽光発電普及拡大センター
　☎043（239）6200　FAX043（239）6201
　〒261-7112
　千葉県千葉市美浜区中瀬2-6
　ＷＢＧマリブイースト12階

県および国の補助制度などについては
直接お問い合わせください

添付
書類

添付
書類

補助金交付までの手続き

申
請
者

菊
池
市

問い合わせ先
企画振興課
企画振興係
☎（25）7250
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